
中央療育センターの指定管理予定者の選定結果について 

 

 

 

１ 概要 

（１）施設概要 

  名 称：中央療育センター 

  所在地：川崎市中原区井田３丁目１６番１号 

  施設内容： 

  (1) 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援に関すること 

(2) 児童福祉法第６条の２の２第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援に関すること 

(3) 児童福祉法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関すること 

(4) 児童福祉法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援、障害者の日常生活及び 

社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１８項に規定する特定相談支援事業 

及び心身障害の疑いのある児童に対する相談に関すること 

(5) 障害児及び心身障害の疑いのある児童に対する医学的、心理学的及び社会学的な診断、 

治療、検査並びに評価に関すること 

(6) 障害児等に対する療育訓練及び指導に関すること 

(7) 地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供に関すること 

(8) 児童福祉法第７条第２項に規定する障害児入所支援に関すること 

(9) 障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所に関すること 

(10) 障害児日中一時支援に関すること 

(11) 施設の維持管理に関すること 

(12) 入所児童の移行支援・移行調整に関すること 

(13) 難聴児支援に関すること 

(14) 学習や遊戯指導等の家庭支援員に関すること 

(15) 地域における障害等の理解促進のための取組や療育講座の実施等に関すること 

(16) 市が実施する支援施策との協同・連携に関すること 

(17) 提案内容の確実な履行及び附属機関（民間活用事業者選定評価委員会）における意見 

等への対応に関すること 

(18) 人権擁護・虐待防止に関する委員会を設置すること 

(19) その他施設の目的を達成するために必要な業務に関すること 

 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

（３）指定管理予定者の概要 

社会福祉法人同愛会 

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町金草沢１７４９番地 



主な業務内容：  

   (1)  第一種社会福祉事業 

 1.障害者支援施設の経営 

 2.障害児入所施設の経営 

  (2)  第二種社会福祉事業 

       1.老人デイサービス事業の経営 

 2.障害福祉サービス事業の経営 

3.相談支援事業の経営 

4.老人介護支援センターの経営 

5.老人居宅介護等事業の経営 

6.移動支援事業の経営 

7.地域活動支援センターの経営 

8.障害児通所支援事業の経営  等 

 

２ 選定の経緯 

令和６年 １０月２５日 募集要項等の配布 

令和６年 １２月２６日 募集締め切り 

令和７年  １月２０日 民間活用事業者選定評価委員会の開催 

令和７年   ３月中旬  次期指定管理予定者を決定 

 

３ 応募状況 

  応募団体：１団体（社会福祉法人同愛会） 

 

４ 民間活用事業者選定評価委員会委員 

【学識経験者】  鬼塚 香   （駒澤大学文学部社会学科 准教授） 

【学識経験者】  佐藤 まゆみ （淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 准教授） 

【学識経験者】  隆島 研吾  （神奈川県立保健福祉大学 名誉教授） 

【学識経験者】  德永 亜希雄 （横浜国立大学教育学部 教授） 

【学識経験者】  行實 志都子 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 教授） 

【財務の専門家】 新井 努   （公認会計士） 

【労務の専門家】 豊島 康晴  （社会保険労務士） 

 

５ 選定理由 

次期指定管理業務に関して仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当

と言える。また、地域の関係機関との協働・連携や、地域の中核的な役割の推進に向けた提

案について評価し、当該団体を選定した。 

 

 

 

 



６ 審査結果（※基準点１，１９７点以上） 

 

７ 指定管理予定者として選定された団体の主な提案内容 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 障害のある子ども本人の最善の利益のための支援 

(2) 子どもと家族のウェルビーイング向上のための支援 

(3) インクルージョンの推進のための支援 

(4) ライフステージに沿った移行支援 

(5) 子どもの権利擁護の保障に向けた取組 等 

施設運営計画（提供する

サービスの考え方、日課

等） 

(1) 通所・入所部門及び多職種の連携・協働による一体的な運 

 営 

(2) 重度障害等の状況により、通園療育が困難な方に対しての 

家庭訪問による療育の実施 

(3) 地域の中核的機関としてのスーパーバイズコンサルテーシ 

ョン及びインクルージョンの推進 

(4) 人権擁護・虐待防止委員会の設置及び実施 

(5) 児童相談所や学校等との連携・調整を行うなど、入所児童 

の移行調整・移行支援の実施 等 

地域における他機関等と

の協同・連携についての

考え方 

(1) 児童相談所や学校等との連携による切れ目のない支援体制 

の整備 

(2) 地域の医療機関や医療的ケア児・者等支援拠点等との連携 

による医療的ケア児等への適切な支援の実施 

(3) 子ども発達・相談センターとの連携による支援を必要とす 

る子どもへの円滑な支援の実施 

選定基準 配点 社会福祉法人同愛会 

① 施設の設置目的の達成とサービ

スの向上 
６６５点 ４１６点 

② 施設機能の発揮と管理経費の縮

減 
４９０点 ３０４点 

③事業の安定性及び継続性の確保へ

の取組み 
３５０点 ２０４点 

④応募団体自身に関する項目 ２１０点 １３１点 

⑤応募団体の取組に関する事項 １７５点 １１１点 

基準評価合計 １，８９０点 １，１６６点 

加点評価 １０５点 ７０点 

実績評価  ２４．９３７５点 

総計 １，９９５点 １，２６０．９３７５点 



(4) 地域の障害児通所支援事業所との連携による地域の支援力 

向上に向けた取組の実施 等 

危機管理・安全管理・虐

待防止 

(1) 障害特性に応じた支援の質の向上に向けた人材育成及び研 

修や委員会の実施 

(2) 身体拘束に係る対応等の適正化、虐待防止の取組及び職員 

の意識向上に向けた取組の実施 

(3) 入所部門における夜間体制と危機管理教育の強化 

(4) 緊急時に備えた訓練の実施及び地域との連携について 等 

個人情報保護 (1) 川崎市の定める川崎市セキュリティ基準事項等の遵守 

(2) 外部の専門家による研修等の実施 

(3) 個人情報の取り扱いに係る規程等の整備及び遵守 

上乗せ提案 (1) 第２・第４土曜日開館による外来診療や相談支援等の実施 

(2) 特別支援学校教職員の夏季研修の受け入れ等による切れ目

のない支援 

(3) 入所部門におけるファミリーソーシャルワーカー・心理士

の配置 等 

８ 提案額 

年      額      ６７６，７９１,０００円（１年間） 

指定期間計  ３，３８３，９５５,０００円（５年間） 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部 

障害者施設指導課 施設調整担当 

Tel:044-200-0874 Fax:044-200-3932 


